
東海村姉妹都市交流会館警備業務仕様書 
 

１ 業 務 名   東海村姉妹都市交流会館警備業務 

 

２ 履行期間   平成 31 年 4 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

 

３ 履行場所   東海村姉妹都市交流会館（東海村東海三丁目 6番 7号） 

 

４ 警備時間   ▼開館日（月～土曜日） 

午後 9時～翌日午前 9時（12 時間） 

▼休館日（日曜日，12 月 28 日～1月 3日，その他指定した日） 

          午前 9時～翌日午前 9時（24 時間） 

         ※火災感知器及び緊急時非常押ボタンによる対応は 24 時間とする。 

 

５ 警備方法内容   機械警備により，防犯，火災などの異常を受信したときは，速やかに

緊急要員を現場に急行させ，異常事態の内容確認を行い必要な処置を

とるとともに，必要に応じて関係機関（警察及び消防署等）に連絡す

る。 

 

▼室内センサー等の設置 

・火災感知器による火災異常信号を 24 時間監視する。 

・室内熱線センサーについては，壁面設置方式とする。 

・機械設置工事費を含む（既設の配線を使用せず，新規の機械設置

とする）。 

 

▼緊急対応業務 

・火災発生時の初期消火 

・災害等による避難誘導及び負傷者の救護 

・火災発生時の緊急対応 

・不審者発生時における緊急対応 

 

▼その他の業務 

・その他会館の保全及び安全に関すること 

 

また，機械警備機器の設置料及び契約期間満了または中途解約に伴う 

機器の撤去料は，すべて受託者の負担とする。 

 

６ そ の 他   本仕様書に記載していない事項については担当課と協議すること。 

機器の設置等に際して，建物等を破損した場合は受託者が一切の責任

を負うこと



 


